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剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 30年１月 31日を基準日とする剰余金の配当を行

うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件につきましては、平成 30年４月 25日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。 

 

記 

 

１．配当の内容 

 
決 定 額 

直 近 の 配 当 予 想 

（平成 30年３月 15日公表） 
前 期 実 績 

基 準 日 平成 30年 1月 31日 同左 平成 29年 1月 31日 

１ 株 当 た り 配 当 金 

5円 50銭 

(普通配当 4円 50銭) 

(記念配当 1円 00銭) 

同左 
8円 50銭 

（※１) 

配 当 金 の 総 額 81百万円 ― 31百万円 

効 力 発 生 日 平成 30年 4月 26日 ― 平成 29年４月 27日 

配 当 原 資 利益剰余金 ― 利益剰余金 

（※１） 当社は平成 29年 7月 1日付および平成 29年 11月 16日付で、それぞれ普通株式 1株につき２株の割合で株式分

割をおこなっております。そのため、前年実績の１株当たり配当金につきましては当該株式分割の影響を考慮

すると１株あたり 2円 13銭となります。 

 

２．理由 

当社は、長期にわたる安定的な経営基盤の確保や将来の事業拡大のために必要な内部留保の充実を図りつつ、

配当の安定性・継続性を考慮の上、経営成績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。具体的

には配当性向20%以上を目標とし、今後の事業環境を勘案しつつ決定いたします。 

この基本方針に基づき、業績が堅調に推移ししていることや、今後の経営環境等を踏まえ、普通配当を1株

当たり４円50銭とするとともに、東京証券取引所市場第一部指定を記念して１株当たり１円の記念配当を実施

させていただくこととし、合計で１株当たり５円50銭とすることに決定いたしました。 

 

以 上 


